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学校評価につきましては、平成１９年１０月、学校教育法施行規則の一部

改正がなされ、第６６条（自己評価）、６７条（学校関係者による評価）、６

８条（評価結果の報告）が設けられ、平成２０年度から実施されることにな

りました。また、地域の代表者等による学校関係者評価につきましては努力

義務として盛り込まれ、生徒や保護者、教職員の自己評価等をもとにいろん

な角度から意見を求めるような運びになっています。このような流れに沿う

評価結果につきましては、ホームページ等を利用して公表するのが一般的な

形になっており、最終的には教育委員会へも報告する義務があります。

現在、学校評価は１０年あまりの取組みとして定着してきておりますが、

社会に開かれた学校から社会に開かれた教育課程という形で、学校運営に多

くの人材に関わっていただいております。その中で、地域でどのような子ど

もを育てたいかを真剣に協議し合い、そのための教育活動をどう進めるかに

ついて、常に建設的な意見をいただきながら学校経営に生かしてきておりま

す。なお、学校評価の実施につきましては、基本的には都城市学校運営協議

会の方針に沿って、下記の年間計画に基づいて毎回協議会を設定しており、

年度内に段階を捉えて振り返りや改善策など熟議を重ね、質の向上に努めて

おります。

【学校評価に係る年間計画】

第１回（５月中旬） 学校運営協議会の趣旨説明、学校経営説明、意見交換、

小中一貫教育に係る共通目標・共通実践事項の確認

第２回（８月１日） 学校経営方針に基づく１学期の成果と課題の共有及び

意 見交換、小中合同研修会

第３回（１１月下旬）１・２学期の成果と課題及び３学期の教育活動に対す

る 意見交換、小中一貫教育に係る成果と課題の確認

第４回（２月上旬） 生徒・保護者・教職員の自己評価に対する指導助言及

び 学校関係者評価書の作成→公表と委員会への報告

第５回（３月上旬） 各学校の学校評価の共有、次年度の小中一貫教育の基

本 方針の確認等


